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第１章    

経営戦略策定の趣旨   

1-1.経営戦略策定の意義 

 本町の水道事業は、住民の生活を支える重要なライフラインです。しかし近

年、人口減少による料金収入の減少、水道施設の老朽化、物価高騰など、事業

を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。 

 こうした状況に対応し、将来にわたり安定的かつ継続的に事業を運営し、水

道事業の目指すべき方向性を明らかにするため、平成 29 年 3 月に策定した

「中泊町水道事業経営戦略」を、社会情勢の変化等を踏まえて改定いたしま

す。本経営戦略は、本町の「第 3 次中泊町⾧期総合計画」や、「中泊町過疎地

域持続的発展計画」及び青森県の「令和２年度青森県水道ビジョン」といった

関連計画と整合性を図り、事業の具体的な運営方針を定めるものです。 

位置づけイメージ 

 

 

 

 

 

連携

中泊町の全体的な計画

中泊町水道事業計画

第3次中泊町⾧期総合計画

中泊町過疎地域持続的発展計画

中泊町水道事業経営戦略

（投資・財政計画）

青森県の水道計画

令和２年度３月青森県水道ビジョン

本

計

画
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1-2.経営戦略の目的 

中泊町が運営する水道事業は、法律に基づいた「公営企業」としての性質を

持っています。そのため、税金ではなく料金収入で経営を行う「独立採算制」

と、将来にわたり水を安定供給し生活を支える「公共の福祉の増進」という二

つの原則に基づき、責任ある経営を行わなければなりません。しかしながら、

現在の水道事業の経営環境は全国的に厳しさを増しています。収入面では人口

減少に伴う料金収入の減収が見込まれる一方で、支出面では集中的に整備して

きた施設等の老朽化が進み、更新費用が増大しています。さらに大規模災害に

備えた強靭な施設の構築も求められており、本町においてもこのような課題へ

の対応が求められます。 

 このような経営課題に適切に対処し、将来にわたって安定的に事業を継続し

ていくために策定するのが「経営戦略」です。これは中⾧期的な経営の基本計

画であり、主に投資計画と財政計画の二つの柱によって構成されています。 

 投資計画とは、将来にわたって事業を継続するために必要となる施設や設備

の更新需要を見極める計画です。これは施設等の更新にかかる費用等の見通し

を立てる「投資試算」によって裏付けられます。一方財政計画とは、その投資

を賄うための料金収入や企業債などの財源見通しを示す計画であり、「財源試

算」によって裏付けられます。 

 「投資試算」と「財源試算」を照らし合わせ、仮に収支不足（ギャップ）が

生じる場合には、その解消に向けた具体策を「効率化・経営健全化の取組方

針」として定めます。経営努力によって収支の均衡を図り、将来にわたって安

心・安全な水を守り抜くことが、本経営戦略における最大の目的です。 
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経営戦略のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3．経営戦略の計画期間 

本経営戦略は、総務省の「公営企業の経営にあたっての留意事項につい

て」、「経営戦略の策定推進について」等要請に基づき策定するものです。水

道事業は、施設が⾧期間にわたり使用されるため、老朽化に伴う更新投資など

を⾧期的な視点で見通すことが不可欠です。この考え方に基づき、本計画の期

間は令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間とし、この期間における料金収

入や必要な投資額などを具体的に試算することで、実効性のある計画としま

す。なお、社会情勢や経営環境の大きな変化により、計画と実態が著しく乖離

した場合には必要に応じ見直しを行います。  
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第２章  

水道事業の概要 

2-1．中泊町の水道事業の概要  

中泊町は、津軽半島の中央部を走る津軽山地の西側に位置する北津軽郡に属

し、西はつがる市と日本海、南北は五所川原市、そして東は外ヶ浜町と接して

います。 

 町域は中里地域が東西約 13 ㎞、南北約 21 ㎞、小泊地域が東西約 13 ㎞、南

北 16 ㎞、総面積は 216.34 ㎢となっています。 

 当町の水道事業は、地方公営企業法に基づき町民の生活に不可欠な社会基盤

として、安全な水を供給し保全することを目的に運営されています。事業の始

まりは、旧中里町は昭和 38 年 3 月、旧小泊村は昭和 50 年 7 月に認可を受けま

した。その後、平成 17 年の中泊町発足に伴い平成 19 年 3 月に水道事業が統合

され現在の「中泊町水道事業」として新たな体制で運営しています。 

 令和 6 年度末では水道普及率は 98.8%と非常に高い水準を達成している一方

で、事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。今後の人口減少に伴って水

道水の利用量が減り、料金収入も減少することが見込まれます。加えて、小泊

地域の冬部川導水管が更新時期を迎えるなど、水道施設の老朽化対策は喫緊の

課題です。これらの課題に対応し、将来にわたり安定的かつ持続可能な事業を

継続していくためには、⾧期的な視点に立った計画的な施設更新、経営基盤の

強化、そして効率的な事業運営が求められています。 

 これらの課題に対応し、将来にわたり安定的かつ持続可能な事業を継続して

いくためには、⾧期的な視点に立った計画的な施設更新、経営基盤の強化、そ

して効率的な事業運営が求められています。 
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■水道事業の現況（令和 7 年 3 月末時点） 

 

 

 

 

 

※令和 6 年度決算統計より 

2-2.水道事業の給水区域 

本事業は給水区域によって水源が異なり、中里地域では深井戸から汲み上げ

る地下水を水源としています。現在 5 本の井戸が稼働していますが、施設の老

朽化に加え、将来的な地下水枯渇のリスクも課題とされています。一方、小泊

地域では冬部川および小泊ダムの貯水を水源としており、水量は年間を通じて

安定的に確保されています。 

【中里地域】            【小泊地域】 

※本町の給水区域（水色の枠内） 
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2-3.水道施設の状況 

中里地域の施設（深郷田） 

深郷田地区の水道管の総延⾧は約 59.6ｋｍ。内訳は導水管約 1.1km、送水管

約 0.5km 配水管約 58.0 ㎞です。 

 

 

 

 

 

 

 

【取水】深郷田第 1 号井    【取水】深郷田第 2 号井   【取水】深郷田第 7 号井 

 

 

 

 

【浄水】深郷田浄水場      【配水】深郷田配水池  【管理】上下水道管理センター 
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中里地域の施設（尾別） 

尾別地区の水道管の総延⾧は約 32.3 ㎞。内訳は導水管約 0.6ｋｍ、送水管約

0.9ｋｍ、配水管約 30.8ｋｍです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取水】尾別第 4 号井        【取水】尾別第 6 号井 

 

 

 

 

【浄水】尾別浄水場         【配水】尾別配水池 
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小泊地域の施設 

小泊地域の水道管の総延⾧は約 39.2ｋｍ。内訳は導水管約 10.7ｋｍ、送水管

約 0.8ｋｍ、配水管約 27.7ｋｍです。 

【取水】小泊ダム(導水室)      【浄水】第 1 浄水場      【浄水】第 2 浄水場  

                   

 

 

 

【配水】小泊配水場        【配水】折腰内配水池     【配水】下前配水場     

【配水】折腰内増圧ポンプ     【配水】下前増圧ポンプ      
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2-4.組織体制 

本町の水道事業は上下水道課が所管しており職員数は 6 人です。現状、職員

が互いに兼務を行うことで、限られた人員ながらも業務に対応しています。今

後、施設の老朽化対応や更新需要の増加が予測されますが、この体制を維持で

きるよう、職員の専門技術や知識の習得といった人材教育にも力を注ぎ、サー

ビスの低下につながらないよう配慮しながら、引き続き健全な経営への取り組

みを進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 2-5.水道料金 

水道料金は平成 19 年 11 月に改定し、基本料金＋超過料金＋メ－タ－使用料

＋消費税額で算出します。なお、平成 26 年及び令和元年に消費税率等の変更

に伴う改定を実施いたしましたが、これを除き実質的な料金改定は平成 19 年

以降 18 年間行われておりません。 

 

 

 

 

 

【1ヶ月につき】 【1ヶ月につき】 【1ヶ月につき】

基本料金 基本料金 超過料金

水量 金額 1㎥につき

家庭用 10㎥ 2,550円 270円 13mm 220円

団体用 10㎥ 2,830円 320円 20mm 280円

営業用 10㎥ 2,830円 320円 25mm 300円

工業用 10㎥ 2,830円 320円 30mm 380円

浴場･プール用 100㎥ 27,760円 250円 40mm 440円

臨時用 10㎥ 4,640円 490円 50mm 1,840円

私設消火栓 10㎥ 2,830円 250円 75mm 2,180円

計量制

径別 使用料

水道料金算出用情報（円未満切り捨て）

種別 用途

小泊事業所１名

庶務係 2名

中泊町⾧ 上下水道課⾧
水道技術管理者

(兼務)
工務係 2名



10 

 

 

第 3 章  

水道事業の現状と課題 

3-1.有収率の推移 

 令和 5 年度末の行政区域内人口は 9,574 人です。有収率（配水量のうち収益

につながっていることを示す割合）は 96.79%となり、類似団体及び全国平均

を上回る高水準です。この背景には、日々の適正な管路維持管理や計画的な漏

水防止対策といった、日々の取り組みの成果があります。今後、施設の老朽化

が進む中でもこの高い水準を維持し、限りある水資源を有効活用するため、引

き続き管網の監視強化や老朽管の更新を進め、効率的な事業運営に努めます。 
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3-2.経営の健全性と懸念材料 

令和５年度の経営の健全性を示す指標は、経常収支比率 116.57％、料金回収

率 97.28%となります。ともに健全経営とされる指標は 100％以上ですが、令

和 5 年度の料金回収率は 100％を下回っています。これは物価高騰対策として

実施した基本料金減免による一時的な影響です。 

 ただし今後の人口減少に伴い、水道の利用者も減少していくと想定され、水

道収益は今後低下していく見通しです。さらに今後は、物価高騰による収益圧

迫、老朽化した水道管路や施設の更新費用の増大等、多くの懸念材料を注視し

ていく必要があります。 
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3-3.料金収入の現状 

 料金収入は、施設の維持管理や運営経費に充てるため、使用水量に応じてご

負担いただいています。 本町の水道料金は月額 6,017 円（20 ㎥あたり）と、

全国平均と比較しても高い水準にあります。これは給水原価が全国平均よりも

高額であることが要因ですが、その背景には、過去に実施した大規模な施設整

備工事に伴う費用負担が、大きく影響しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 R2 R3 R4 R5

中泊町 294.72 291.75 276.25 275.34 303.33

類似団体平均値 192.82 192.98 192.13 230.85 230.21

全国平均 168.38 166.4 167.74 174.75 177.56

0
50

100
150
200
250
300
350

給水原価（円）

中泊町 類似団体平均値 全国平均
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3-4.将来の給水人口と水需要の見通し 

本町の人口は減少傾向にあります。本計画では給水人口を「行政区域内人口

×普及率×人口減少率」で推計します。人口減少率については「世帯数過去５

年平均減少率」「平成 28 年度中泊町人口ビジョン」「国立社会保障・人口問

題研究所（以下「社人研」という。）」の 3 種で比較検討しました。その結

果、当事業の人口予測については社人研の推計に基づく今後 10 年間の減少率

を適用して算出することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

将来の水需要（一日平均給水量）については、「前年度の実績値×各年の推

計給水人口の対前年度比」にて算出します。 推計の結果、人口減少に伴い給

水人口は減少し、水需要も同様に縮小していく見込みです。計画ではこの推計

値を採用し収支計画を策定しました。今後は、この推計値と実績との乖離を注

視していくこととなりますが、想定以上に人口減少が加速し収益環境が変化し

た場合には、料金体系の適正化を含めた対策が必要となります。 

 

 

 

 

 



14 

 

3-5．急所施設の耐震化状況 

 中里地域の水道水源は、深郷田（第１・第２・第７取水場）および尾別（第

４・第６取水場）の深井戸による地下水であり、深郷田浄水場、尾別浄水場、

深郷田配水池、尾別配水池が急所施設として稼働しています。一方、小泊地域

では冬部沢川および小泊ダムからの表流水を水源とし、小泊第１・第２浄水

場、小泊配水池、下前配水池が急所施設となっています。これら施設・設備の

全体監視について中里地域は上下水道管理センターに、小泊地域は小泊第２浄

水場及び小泊事業所にそれぞれ中央監視室を設置して管理を行っています。 

急所施設の耐震化に関し、平成 25 年度に実施した深郷田浄水場および深郷

田配水池（１号）の耐震診断では、コンクリート強度や鉄筋腐食等の劣化調査

ですべて基準値を上回り、健全な状態が確認されました。管路については、令

和 6 年度末現在の総延⾧約 131km のうち、急所施設に接続する管路の耐震適

合率は 78％（対象管路延⾧ 14.75km 中 11.51km）となっています。国土交通

省が推進する災害対策の方針に基づき、急所施設の管路更新や耐震化を継続

し、安定供給体制を維持していく必要があります。 

 

■図表1 県全体及び近隣市町の急所施設に接続する水道管路の耐震化状況（2024(令和6)年度）

自治体名
対象管路延長

（ｋｍ）

うち耐震適合管延長

※耐震管含む（ｋｍ）

耐震適合率

（％）

耐震管率

（％）

中泊町 14.75 11.51 78 16

青森県全体 874.11 461.80 53 45

五所川原市 14.63 2.22 15 15

鰺ヶ沢町 24.58 5.44 22 22

※国土交通省 上下水道施設の耐震化状況に関する緊急点検結果より編集

■急所施設の状況

取得年度 耐震診断調査状況 耐用年数 経過年数

上水管理施設　 管理センター 1984 R11年度実施予定 65 41

深郷田浄水場 1963 耐震診断実施済 60 62

尾別浄水場 1984 R11年度実施予定 40 41

小泊第1浄水場 1976 R11年度実施予定 60 49

小泊第2浄水場 1993 R11年度実施予定 60 32

深郷田配水池(第1) 1963 耐震診断実施済 60 62

深郷田配水池(第2) 1976 R11年度実施予定 65 49

尾別配水池 1982 R11年度実施予定 40 43

小泊配水池 1976 R11年度実施予定 60 49

下前配水池 1976 R11年度実施予定 60 49

施設類型・名称

配水施設　　　

浄水施設　　　
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3-6．資産の老朽化の状況 

令和 5 年度の有形固定資産減価償却率（施設や機械、管の老朽化度合いを示

す指標）は 60.98％であり、全国平均の 52.02％と比較して老朽化が進行してい

る状況にあります。一方で、管路のみに着目すると、本町の管路経年化率（管

路の古さを示す指標）は 14.92％と、全国平均の 25.37％を大きく下回っており

ます。この乖離の要因として資産構成別の取得時期を確認すると、機械・電気

設備の更新時期が先行して迫っている実態が明らかとなりました。したがっ

て、機械設備の老朽化対策が最優先課題といえます。特に 2031 年前後には大

規模な設備の更新時期が到来するため、将来的な人口減少による需要変化を見

据えた老朽化対策を着実に進めていくとともに、適正規模への計画的な投資が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表2 管路の状況 （単位：ｍ）

年度　 2020 2021 2022 2023 2024

　項目 （令和２） （令和３） （令和４） （令和５） （令和６）

131,128 131,128 131,189 131,128 131,128

8,892 8,892 8,892 8,892 85,418

122,236 122,236 122,297 122,236 45,710

490 490 490 490 19,562

※水道統計調査資料より作成

総延長のうち老朽管

非耐震管

耐震適合管

総延長
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3-7.施設の有効活用の検討 

令和５年度における本町の施設利用率は 27.17%と全国的にみても稼働率が

低いため、将来の給水人口と水需要の減少を見据え、ダウンサイジングによる

施設の適正化や、深郷田浄水場及び尾別浄水場の統廃合等、有効な活用策を検

討していきます。また施設壁面等への設置が可能となるフィルム型ペロブスカ

イト太陽電池等の新技術についても、電力費の削減及び売電による新たな収入

の確保として検討します。 
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3-8.企業債残高の見通し 

財務の健全化に向け、企業債（借入金）の償還は計画的に進捗しており、既

存の借入分は令和 19 年度に完済する見込みです。ただし、老朽化対策などに

伴う将来的な財政需要に対応していく必要があります。そのため、引き続き計

画的な償還を実行し財務の健全性を確保するとともに、新規の企業債発行に際

しては、事業の優先順位を厳格に精査し、また人口減少をふまえた投資計画に

より可能な限り抑制します。この取り組みにより、中⾧期的な財政負担の平準

化と企業債残高の着実な圧縮を両立させ、将来にわたり持続可能な経営基盤の

強化に努めてまいります。 
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3-9.資金繰りの状況 

経営の健全性については、経常収支比率の安定により、⾧年抱えていた累積

欠損金を平成 27 年度に解消することができました。しかし、短期的な支払い

能力を示す流動比率は 86.64％と低い水準にあります。これは、安全性とされ

る 100％を大きく割り込んでおり、キャッシュフローが圧迫されていることを

示唆しています。この状態は、短期的な負債を短期的な資産（現金など）で賄

えないことを意味し、突発的な大規模修繕や災害が発生した際に、資金不足に

陥るリスクを抱えています。これは事業を継続する上で懸念材料でもあるた

め、必要に応じて短期借入金を活用する等、安定的な運転資金を確保すること

も重要です。 
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3-10.災害対策等の状況 

（１）中泊町業務継続計画（BCP） 

 自然災害や事故等により本町行政自らも被災し被害を受けた場合であっても

その機能を維持または早期回復させる必要があります。 

 本町では中泊町地域防災計画があり、風水害等災害対策、地震津波災害対

策、火山災害対策の計画を策定しています。また上下水道課独自に「災害及び

事故等における水道危機管理対策マニュアル」を策定し中泊町民の日常生活及

び社会活動を営む上で欠くことのできないライフラインである水道において、

水源水質の汚染、浄水施設の故障、及び自然災害（地震等）等に伴う事故が発

生した際、それらへの対処、対策の遅れ、不備による被害の拡大を最小限に抑

えること、水道危機発生時に迅速かつ的確な対応を行うことで水道水の安定供

給を行えるよう努めております。 

（２）災害時応援体制 

現在、青森県内では災害訓練が実施されておりますが、大規模災害を想定し

た実効性のある応援協定や具体的な連携体制の構築には、いまだ課題がありま

す。現行体制のままでは、有事の際に自治体間の情報共有が滞り、初動対応の

遅れや、人員・機材の効率的な活用が困難になる事態が懸念されます。 

 迅速な応急復旧体制の確立が求められる中、その運用を支える情報基盤の脆

弱性が大きな課題となっています。特に深刻なのが、「管路情報」の管理・共

有体制の不備です。現状、現場職員が即座に情報を閲覧できる水道デジタル台

帳も未整備であり、この状態は、災害発生時に応援隊との迅速な情報共有を著

しく妨げ、的確な支援要請や復旧作業の遅延に直結する可能性があります。そ

のためこの情報基盤の整備が、町全体の災害対応力を強化する上で、対処すべ

き課題であると考えられます。 
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（３）施設の耐震適合率 

 能登半島地震の教訓を踏まえ、上下水道システムの急所施設や避難所などの

重要施設に接続する上下水道管路等の耐震化状況について、緊急点検を実施し

ました。令和 5 年度末時点では、管における耐震適合率は全国平均と比べても

高いものの、取水施設、浄水場、配水池に関しては全国平均を下回り、耐震調

査をしつつ水道施設について耐震化を進めています。 

 

（4）サイバーセキュリティ 

国土交通省では水道施設におけるサイバーセキュリティ対策について、水道

の技術的基準を定める省令につき、施設の運転を管理する電子計算機が水の供

給に著しい支障を及ぼすおそれがないようにサイバーセキュリティを確保する

ために必要な措置を講じることが定められています。現在使用している制御系

システムや電子計算機は、外部ネットワークとの分離（閉域網として運用）を

していることからネットワークを介した外部からの不正アクセスができない状

況となっており、障壁、施錠等により他の区域から隔離され、人の入退室を制

限することができる場所に設置することで対策をしております。 

 

中泊町

耐震適合率

全国平均

耐震適合率

①中里地域：深井戸さく井5本

②小泊地域：冬部川及び小泊ダム

導水管 12.45km  82% 34%

浄水場 4か所 30% 43%

送水管 2.2km 56% 47%

配水池 7か所 33% 67%

配水管 116.47km 71% 38%

全体状況

（R6決算統計より）

取水 0% 46%
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3-11．専門的な人材と育成  

 本町の水道事業は職員の高齢化が進んでおります。そのため技術職における

専門技術の円滑な技術継承、行政職における会計知識向上等による組織体制の

強化が必要です。技術向上のために公益社団法人日本水道協会の研修に積極的

に参加します。 

3-12.課題まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来の収支悪化】 

現状の健全経営は高い料金水準により賄われています。今後は人口減少によ

る収益減と老朽化対策による費用増が同時に見込まれ、経営を圧迫することが予

測されます。 

【施設老朽化対策と財政負担】 

施設の老朽化が進んでいますが、将来特定の時期に更新が集中し財政負担が

急増するリスクがあります。そのため投資の平準化を図った計画的な工事や人口

減少を踏まえた施設・設備の小規模化を検討する必要があります。 

【危機管理体制】  

経営健全性を示す指標である経常収支比率や料金回収率は良好であるものの

短期的な支払い能力（流動比率）が低く、突発的な災害や修繕に対応する資金が

不足するリスクを抱えています。また大規模災害時の円滑な応援体制づくりや、主

要な水道施設・災害拠点の耐震化の整備の検討が必要です。 

【専門人材の確保・育成】  

職員の高齢化にともない専門技術を有する人材の育成や円滑な技術継承、会

計知識の向上等、体制の強化が必要です。 
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第４章 

 投資・財政計画  

4-1.経営の基本理念・方針 

１ 基本理念 

経営戦略は基本理念『安全な水の供給と水資源を保全するまち』をもとに事

業を進めていきます。 

２ 経営の基本方針 

住民がこれからも安心して水を利用することができるよう水道事業の効果的

な運営を行うため以下の運営方針を目標に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①水道事業の健全な経営 

 水道事業の事務事業の合理化・効率化や経費の節減など水道事

業の健全運営に努めます。そのために職員の資質と能力の向上、DX

技術の活用による事務処理の効率化をすすめます。 

②計画的な水道施設の整備 

 住民がこれからも安心して水を利用することができるよう、水質の

安全性を高めるとともに、継続して安定した供給に向けた施設等の長

寿命化、更新に取り組みます。具体的には安定した健全経営のため

に単年度に投資負担が集中しないように計画かつ効率的に工事を行

います。 
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4-2.投資目標 

（1）更新設備の目標 

施設の老朽化及び耐震化向上に伴う整備として管路及び電気設備等の更新を予

定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）水道維持管理費の見通し 

 維持管理費については物価上昇（年率３%上昇を想定）を含めた今後の見通

しを算定しています。今後も民間ノウハウの活用や創意工夫を行いながらより

効率的な事業の運営を検討し経営の健全化を図ります。今後の主な維持管理費

の削減の取組予定は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

〔更新設備内容〕 

・小泊第 2 浄水場ろ過池制御装置更新事業 令和 8 年度 5,115,000 円 

・水道施設テレメータ回線改修事業 令和 10 年度 23,078,000 円 

・深郷田浄水場浄水池・配水池ＳＵＳ内張り更新事業 令和 14～15 年度 34,0461,000 円 

・非常用発電機更新事業 令和 13 年度 52,734,000 円 

・冬部川導水管更新事業 令和 15～19 年度  605,000,000 円 

令和 9 年度の運用開始を目指す「上水道台帳デジタル化事業」により、水道資産情報

をデジタル化し一元的に管理・共有する体制を構築します。現場でのモバイル端末活用等

による事務の迅速化を図ることで、超過勤務手当等による人件費の抑制を推進します。ま

た、蓄積されたデータに基づき、故障を未然に防ぐ計画的な修繕・更新を行うことで、突発

的な事故対応に伴う多額の出費を抑え、中長期的な維持管理費の低減と経営の安定化

を図ります。 
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4-3.投資試算  

可能な限り⾧期的視点により投資の平準化を図り既存施設の整備を行うこと

を今後 50 年の⾧期目標とします。施設整備は一時期増加しますが、その後は

できる限り特定の年度に集中することがないよう整備を図っていきます。今回

の経営計画について投資計画につき法定耐用年数、更新時期及び国土交通省か

ら示されているアセットマネジメントをもとに 50 年で検討し、工事時期や財

源などにつき複数の推計にて行い、多角的にシミュレーションを行いました。

耐用年数は施設更新の目安とされていますが、今後の見通しとして限られた財

源の中で効率的な事業運営を継続していくため特定の年度に集中することがな

いよう予防保全型の維持管理を行います。 

【将来の更新工事イメージ】 
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4-4.財源試算  

（１）有収水量及び料金収入の見通し 

将来の給水人口推計に基づき、有収水量及び料金収入を試算しました。有収

水量は「1 日平均給水量×年間日数」にて算出し、料金収入は「有収水量×使

用料単価」にて算出しています。なお、算出に用いる平均単価については、新

型コロナウイルス感染症等による減免措置の影響がなかった令和 3 年度及び令

和 4 年度の平均値（1 ㎥あたり 321.37 円）で推移するものと仮定しています。 

 試算の結果、料金収入は減収基調となる見込みです。しかしながら、経営面

では現行の料金水準により一定の収益性が確保されており、想定される減少率

の範囲内であれば、当面の間は現行の料金体系での維持が可能であると見込ま

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

（２）投資財源の目標 

【1.財源の基本構成】 

施設更新・耐震化・設備高度化に対応するため、企業債、補助金、一般会計

繰入金、料金収入を主な財源として計画的に活用します。財源の組み合わせに

あたっては、今後 50 年の⾧期目標として「持続可能な料金体系」および「将

来世代への負担の平準化」を基本とします。また、10 年後における経常収支比

率につき健全経営とされる 100％以上で維持します。 

【2. 財源の積算の考え方】 

(1) 企業債（地方公営企業債） 

投資規模と減価償却費、将来の債務償還額のバランスを考慮して発行計画を

策定します。発行限度額は、補助金を除いた工事費の 4 割以内とし将来の料

金収入および営業利益で十分に償還可能な範囲とします。償還年数は原則耐

用年数とあわせて行います。 

(2) 補助金・交付金 

国や県の補助金・交付金を活用し 1/4 で考えます。 

(3) 自己財源（料金収入・積立金） 

経常収支比率につき健全経営とされる 100％以上で維持し、減価償却費相当

分の資金確保を基本とし、内部留保金を更新投資へ計画的に充当します。 

【3.財源運用のモニタリング方針】 

5 年ごとに「経営戦略」を策定し、実績値と目標値を比較評価し、利率動

向・人口減少・需要予測の変化を踏まえ、企業債発行規模を柔軟に調整しま

す。 
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4-5.投資・財政計画の設定条件 

投資・財政計画の科目設定は次の通りです。このうち本戦略の計画期間であ

る 2035（令和 17）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

設定条件

料金収入
将来の給水人口推計に基づき算出した水量予測に伴い実績単価により算出しています。

（有収水量×使用料単価＝料金収入）

その他営業収益 直近過去3カ年の実績平均に基づき算定します。

一般会計補助金
高料金対策補助金として（資本費-150円）×年間有水量で作成します。その他、新しい地方経済・

生活創生交付金、過疎対策事業債分を計上します。

⾧期前受金戻入 既存施設及び計画期間内に整備した水道施設の財源となった補助金等の収益化分を計上します。

国県補助金 令和９年度：生活基盤施設耐震化等交付金を計上します。

人件費 令和7年度予算をもとに算定し、R17年度まで据え置きとします。

委託料

令和6年度実績に100万円および2カ年分の会計支援委託料（154万円）を加算し、さらに5年間の物

価上昇率を3％と設定して算出します。

また、個別要因として以下を見込み計上します。

・令和9年度：上水道台帳デジタル化事業業務委託

・令和11年度：上水道施設耐震診断（簡易）業務委託

修繕費

過去5年間の平均値に加え、以下の特定工事を見込み計上します。

・令和９年小泊浄水場着水井外周補修工事

・令和9～10年小泊浄水場普通沈殿池修繕

動力費
人口減少に伴う有収水量の減少と物価上昇を考慮し、前年の年間有収水量の増減率＋R12年までの5

年間物価上昇３％で計算し計上します。

薬品費
人口減少に伴う有収水量の減少と物価上昇を考慮し、前年の年間有収水量の増減率＋R12年までの5

年間物価上昇３％で計算し計上します。

その他支出
通信運搬費、負担金、燃料費、賃貸料、手数料については5年間で3％の上昇を見込み、

その他の項目については過去の実績に準拠して算出します。

減価償却費等
既存施設及び計画期間内に整備した水道施設の償却分を計上します。また計画期間内に整備する冬

部川導水管の除却分を計上します。

支払利息 企業債発行済み分及び計画期間内の企業債新規発行分の利息額を計上します。

雑支出 特定収入における調整額を計上します。

企業債 投資計画をもとに、補助金を除く工事費の4割以内を基準に計上します。

補助金 国県・補助金をもとに工事の1/4を計上します。

建設改良費 投資計画をもとに計上します。

企業債償還金 投資計画をもとに計上します。

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

支

出

科目名

収

益

的

収

支

収

入
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4-6.投資・財政計画数値 
今後の予測に基づく投資・財政計画
（税抜） （単位：千円）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

235,546 242,886 236,131 230,003 222,619 215,864 209,079 203,457 196,723 190,544 184,366 178,705

77 95 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144

235,623 242,981 236,275 230,147 222,763 216,008 209,223 203,601 196,867 190,688 184,510 178,849

35,520 23,278 18,083 40,859 12,301 10,881 10,396 11,517 10,822 9,297

33,742 33,431 33,064 32,815 32,628 32,475 32,422 32,399 33,185 33,265 33,471 33,384

3,795

1,554 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

70,816 56,845 51,283 73,810 45,065 47,287 42,954 44,052 44,143 42,698 33,607 33,520

306,439 299,826 287,558 303,957 267,828 263,295 252,177 247,653 241,010 233,386 218,117 212,369

46,596 48,063 44,213 44,213 44,213 44,213 44,213 44,213 44,213 44,213 44,213 44,213

16,095 21,324 19,386 42,011 18,932 33,301 20,085 20,085 20,085 20,085 20,085 20,085

2,792 11,040 5,264 7,872 19,363 34,342 40,449 15,229 11,983 5,967 5,264 5,264

16,452 17,181 17,204 17,261 17,207 17,185 17,145 16,684 16,132 15,626 15,118 14,654

1,159 1,246 1,248 1,252 1,248 1,247 1,244 1,210 1,170 1,134 1,097 1,063

11,200 12,830 12,238 12,473 12,608 12,855 13,003 13,055 13,003 13,055 13,003 13,055

153,934 152,059 146,642 144,229 141,882 140,975 138,296 135,038 109,872 108,166 107,930 108,359

248,228 263,743 246,195 269,311 255,453 284,118 274,435 245,514 216,458 208,246 206,710 206,693

14,275 11,398 8,937 6,821 5,050 3,772 2,537 1,623 1,353 1,427 2,052 1,957

10 2,200 345

14,275 11,408 8,937 9,021 5,050 4,117 2,537 1,623 1,353 1,427 2,052 1,957

262,503 275,151 255,132 278,332 260,503 288,235 276,972 247,137 217,811 209,673 208,762 208,650

43,936 24,675 32,426 25,625 7,325 △ 24,940 △ 24,795 516 23,199 23,713 9,355 3,719

△ 3 △ 91

43,933 24,584 32,426 25,625 7,325 △ 24,940 △ 24,795 516 23,199 23,713 9,355 3,719

（税込） （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

9,231 15,854 12,768 27,355 1,819 29,104

13,100 42,550 45,555 3,005 48,080

9,231 28,954 55,318 72,910 4,824 77,184

18,538 559 5,115 23,078 52,734 170,231 182,331 12,100 193,600

170,703 160,763 149,344 135,730 122,125 109,255 93,567 37,504 20,708 11,779 8,480 3,003

189,241 161,322 154,459 135,730 145,203 109,255 93,567 90,238 190,939 194,110 20,580 196,603

△ 189,241 △ 161,322 △ 154,459 △ 135,730 △ 135,972 △ 109,255 △ 93,567 △ 61,284 △ 135,621 △ 121,200 △ 15,756 △ 119,419

△ 21,083 △ 18,110 △ 8,455 1,310 △ 19,395 △ 25,695 △ 12,487 41,870 △ 35,735 △ 22,584 68,058 △ 40,725

133,714 115,604 107,153 108,463 89,068 63,373 50,886 92,756 57,021 34,438 102,495 61,770

854,045 693,282 543,938 408,208 295,314 176,828 83,261 70,842 62,902 78,478 71,817 97,918

R17年度
R6年度
(実績）

R7年度
（予算）

R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度

R6年度
(実績）

R7年度
（予算）

R8年度

一 般 会 計 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他 営 業 外 収 益

そ の 他 支 出

経 常 損 益

営 業 外 収 益

収 入 計

R15年度 R16年度 R17年度

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

企 業 債

国 県 補 助 金

収 入 計

R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度

企 業 債 残 高

人 件 費

委 託 料

修 繕 費

動 力 費

薬 品 費

資
本
的
支
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

資 本 的 収 支

特 別 損 益

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

減 価 償 却 費 等

営 業 費 用

資 金 収 支

資 金 残 高

支 出 計

国 県 補 助 金

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

料 金 収 入

そ の 他 営 業 収 益

営 業 収 益

収

益

的

支

出

支 払 利 息 等

営 業 外 費 用

支 出 計

雑 支 出
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4-7.計画未反映事項 

1. 小泊・冬部林道について 

小泊の冬部林道については、本経営戦略における計画的な投資（更新）の対

象とはせず、３条予算による通常修繕費の範囲内で対応することとしました。 

 

2．固定資産の適正化についての検討 

 浄水場の統廃合を含む施設保有のあり方については、給水原価低減の観点か

ら見直しの検討を進めております。しかしながら、具体的な実施時期や事業手

法については、将来的な水需要の動向等を踏まえ慎重に判断する必要があるこ

とから、本計画期間における投資・財政計画へは反映しておりません。 

 

3. 次世代型再生可能エネルギー設備の導入検討 

施設壁面等への設置が可能となるフィルム型ペロブスカイト太陽電池等の新

技術については、電力費の縮減または売電収入の確保による収支改善効果が期

待されます。しかしながら、当該技術の導入による経済効果を精緻に算定する

ためには、発電効率や耐久性の検証が必要であることから、今回の投資・財政

計画への反映は見送ることといたしました。 

 

４．スマートメーター導入検討 

スマートメーターの導入についてシミュレーションを実施した結果、検針業

務等の効率化が期待できる一方、本体価格や通信費が高額のため将来の財政を

圧迫することが判明いたしました。このため現時点での導入は見送ることとい

たします。今後は市場価格の下落や人口動態を注視し引き続き導入の可能性を

検討してまいります。 
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4-8.投資・財政計画のまとめ 

本経営戦略では、事業の現状と課題を分析し、将来の見通しを踏まえて 10

年間の財政試算を行いました。この試算は、水道事業の継続的な運営に必要な

固定資産整備を計画的に実施するという方針のもとで行われています。 

 試算の結果、日々の運営に関する収益的収支については、人口減少に伴い水

道使用料収入は減少する一方、維持管理費などの支出は物価高に伴い現在と同

等以上になることが見込まれます。しかし今回のシミュレーションの結果、現

行の料金体系で継続的な経営運営が可能であることがわかりました。 

 また業務効率化及び防災強化のため、スマートメーター導入を検討しました

が、多額のコストがかかるため今回の計画では見送ることとなりました。今後

の動向を注視し引き続き導入の可能性を検討してまいります。 

 次に、施設整備などに関する資本的収支については、水道施設の整備に伴い

必要な資金調達として企業債を活用します。ただし将来世代の負担にも配慮し

企業債の発行額は補助金を除いた工事費の 4 割以下に抑制する方針です。 

 最後に費用の削減については、これまでも民間委託を進めるなど努力を行っ

てまいりましたが、今後もさらなる支出削減に努めます。これまで以上に経営

改善に取り組み、健全な経営の維持と効率化を図ってまいります。 

 なお、本計画期間においては健全な経営を維持できる見通しですが、その後

のさらなる人口減少の加速により、中⾧期的には収支の均衡を保つことが厳し

くなると見込まれます。将来にわたり安定したサービスを維持・継続するた

め、料金体系のあり方についても中⾧期的な課題として継続的に検討し、健全

な事業運営を目指す所存です。 
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第 5 章  

目標と事後検証  

5-1.経営効率化及び健全化に向けた取り組み 

経営環境の効率化と健全化を図るため、以下の 4 つの取組を推進します。 

１.民間の活用（ウォーターPPP 等） 

民間活力の活用について検討を進めます。ウォーターPPP とは、公共の施

設とサービスに民間の知恵と資金を活用する手法であり、水道分野を対象と

した官民連携方式で、国が「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和 5 年改定

版）」で推進しています。 

 今後の給水人口の減少や施設の老朽化といった厳しい経営環境に対応し、

持続可能な水道事業を維持していくためには、行政と民間が連携して施設の

維持管理や運営を行うことが有効です。民間の創意工夫を活用して資金の効

率的な運用や行政の効率化を図ることが重要視されていることを踏まえ、管

路更新や維持管理など複数の業務をまとめた包括委託についても検討してい

きます。またその他の民間活用として人事異動等に左右されない安定的かつ

専門性の高い業務執行体制を構築し、会計事務所等の外部専門家へ会計・財

務に関する業務の支援を受け、日常の経理処理から決算業務に至るまでの適

正性・効率性を確保します。さらに、専門的な知見を活用し、財務データの

分析や経営課題に関する助言も受けることで、データに基づいた的確な経営

判断を可能にし、財政健全化と持続可能な事業運営を図ります。 
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2.広域化に向けた取り組みの検討 

令和 5 年度から事務の広域的処理、施設の共同設置・共同利用、経営の一体

化、事業統合について広域化に向けた検討を行っています。今後については、

「青森県水道広域化推進プラン」(令和 5 年 3 月策定)に基づき検討を継続し、

将来の広域化・共同化を見据えた「上水道台帳デジタル化事業」を推進しま

す。 本システムによる資産情報の一元管理は、維持管理や更新計画を適正化

するほか、情報の検索性・共有性を高めることで、大規模災害時の迅速な復旧

や他団体との連携強化にも直結します。本事業は、日々の業務効率化に加え、

将来の広域化や有事に耐えうる強靭な経営基盤の構築を目指すものです。 

3. 高い有収率の維持と脱炭素化に向けた環境負荷の低減  

全国的にも高い有収率を今後も維持していきます。 有収率は管路の漏水に

よって低下しますが、漏水は水資源の損失であると同時に、送水等の過程で

消費した電気エネルギーの損失でもあります。漏水防止は電力消費及び現場

出動に伴う CO2 排出の削減に直結するため、脱炭素化につながります。 将

来的には、衛星を活用して広範囲から漏水箇所を発見するような、新しい DX

技術の導入も想定されます。技術革新に対応し、効率的な維持管理と環境負

荷の低減を両立する運営体制の構築に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5-2.取組に対する重要業績評価指標の設定 

実現方策の達成を評価するために 10 年後の KPI（重要業績評価指標）を設

定しました。本計画の計画期間満了時には今回設定した目標を達成し、引き続

きその状態を保つことができるように努めます。 

■目標 

■内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）経常収支比率 100％以上 

経営の健全性を示す基本指標です。自立的な経営基盤の確立を目標に、

100％以上の達成・維持を目指します。 

（２）流動比率 100%以上 

現在、短期的な支払い能力を示す流動比率は 86.6％と低い水準にありま

す。これは安全性とされる 100％を大きく割り込んでいるため 100％以上を

目指します。 

（３）有収率 98％以上 

漏水防止により水資源と CO2 排出を最小限に抑え、環境負荷低減と効率

的な維持管理を実現するため、全国的にも高い水準である 98％以上の維

持・確保を目指します。 

指標名 現状（令和5年度） 目標(令和17年度)

経常収支比率 116.6% 100％以上維持

流動比率 86.6% 100%以上

有収率 96.8% 98％以上
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5-3.進捗管理と取組みの検証 

 経営戦略は策定して終わりではなくいわゆる PDCA サイクル（①PLAN：目

標設定する②DO:具体的に行動する③CHECK：途中で成果を見直し確認する

④ACTION：必要に応じて修正を加える）により継続的な進捗管理を行い常に

経営改善につなげていくことが大切です。具体的には計画の達成状況について

定期的・定量に検証し・評価し実施方法の改善や計画の見直しについて反映さ

せていくことにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4.次回以降の見直し 

本戦略は、使用料の妥当性検証及び投資計画の進捗など、経営状況の変化を

踏まえて原則５年ごとに内容を更新します。次回は 2030（令和 12）年度 3 月

を予定しています。なお、社会情勢や経営環境の大きな変化により、計画と実

態が著しく乖離した場合には必要に応じ見直しを行います。  
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参考資料（総務省 HP より） 経営指標の概要 
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